


神
山
町
議
会
９
月
定
例
会
が
平
成
２９

年
９
月
１３
日
か
ら
９
月
２２
日
ま
で
の
会

期
で
開
会
さ
れ
ま
し
た
。

定
例
会
で
は
、
平
成
２９
年
度
一
般
会

計
補
正
予
算
の
ほ
か
１７
議
案
を
審
議
、

報
告
２
件
を
含
め
、
す
べ
て
原
案
ど
お

り
可
決
・
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

詳
細
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
す
。

補
正
予
算

■
平
成
２９
年
度
神
山
町
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
２
号
）
に
つ
い
て

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
１
０
０
万
円

を
追
加
し
、
総
額
４４
億
６
７
９
０
万
９

千
円
と
し
ま
し
た
。
災
害
復
旧
費
の
増

額
な
ど
に
よ
る
も
の
で
す
。

■
平
成
２９
年
度
神
山
町
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
３
号
）
に
つ
い
て

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
億
２
３
３
９

万
６
千
円
を
追
加
し
、
総
額
４６
億

９
１
３
０
万
５
千
円
と
し
ま
し
た
。災

害
復
旧
費
の
増
額
な
ど
に
よ
る
も
の
で
す
。

■
平
成
２９
年
度
神
山
町
国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
に

つ
い
て

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
６
９
６
万
８
千

円
を
追
加
し
、
総
額
１１
億
４６
万
６
千
円

と
し
ま
し
た
。
保
険
給
付
費
の
増
額
な

ど
に
よ
る
も
の
で
す
。

■
平
成
２９
年
度
神
山
町
介
護
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算（
第
２
号
）に
つ
い
て

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
９
万
３
千
円
を

減
額
し
、
総
額
１１
億
４
１
４
４
万
９
千

円
と
し
ま
し
た
。
地
域
支
援
事
業
費
の

減
額
な
ど
に
よ
る
も
の
で
す
。

決
算
認
定

■
平
成
２８
年
度
神
山
町
一
般
会
計
歳
入

歳
出
の
決
算
認
定
に
つ
い
て

■
平
成
２８
年
度
神
山
町
国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
歳
入
歳
出
の
決
算
認
定
に

つ
い
て

■
平
成
２８
年
度
神
山
町
簡
易
水
道
事
業

特
別
会
計
歳
入
歳
出
の
決
算
認
定
に

つ
い
て

■
平
成
２８
年
度
神
山
町
介
護
保
険
特
別

会
計
歳
入
歳
出
の
決
算
認
定
に
つ
い
て

■
平
成
２８
年
度
神
山
町
後
期
高
齢
者
医

療
特
別
会
計
歳
入
歳
出
の
決
算
認
定

に
つ
い
て

決
算
額
等
に
つ
い
て
は
、３
ペ
ー
ジ
に

記
載
し
て
い
ま
す
。ご
参
照
く
だ
さ
い
。

条
例
の
改
正

■
神
山
町
子
ど
も
は
ぐ
く
み
医
療
費
の

助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て

■
神
山
町
環
境
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管

理
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て

紙
お
む
つ
の
項
目
を
新
た
に
設
け
、

専
用
袋
で
の
収
集
と
な
っ
た
た
め
改
正

し
ま
し
た
。

■
神
山
町
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
に
関

す
る
条
例
及
び
神
山
町
単
独
住
宅
設

置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正
に
つ
い
て

条
例
の
制
定

■
神
山
町
集
合
住
宅
設
置
及
び
管
理
に

関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

公
営
住
宅
法
に
基
づ
か
な
い
住
宅
で

あ
り
、
新
た
に
条
例
を
整
備
す
る
必
要

が
あ
る
た
め
制
定
し
ま
し
た
。

■
神
山
町
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
に

関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

公
営
住
宅
法
に
基
づ
か
な
い
住
宅
で

あ
り
、
新
た
に
条
例
を
整
備
す
る
必
要

が
あ
る
た
め
制
定
し
ま
し
た
。

財
産
の
取
得

■
財
産
の
取
得
に
つ
い
て

大
埜
地
集
合
住
宅
Ｓ
―
２
棟
用
木
材

購
入
に
つ
い
て
可
決
さ
れ
ま
し
た
。町

産
木
材
を
使
用
し
た
集
合
住
宅
を
建
築

す
る
た
め
で
す
。

そ
の
他

■
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ

い
て

鍛
治
昇
氏
（
神
領
）
の
推
薦
に
つ
い

て
同
意
を
得
ま
し
た
。

■
神
山
町
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に

つ
い
て

山
口
英
二
氏
（
阿
野
）
の
任
命
に
つ

い
て
同
意
を
得
ま
し
た
。

報
告

■
健
全
化
判
断
比
率
報
告
に
つ
い
て

財
政
健
全
化
の
判
断
基
準
と
な
る
実

質
赤
字
比
率
・
連
結
実
質
赤
字
比
率
・

実
質
公
債
費
比
率
・
将
来
負
担
比
率
に

つ
い
て
、
基
準
値
を
大
き
く
下
回
っ
て

お
り
良
好
で
あ
り
ま
し
た
。

■
資
金
不
足
比
率
報
告
に
つ
い
て

神
山
町
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
経

営
健
全
化
資
金
不
足
比
率
に
つ
い
て
、

資
金
不
足
比
率
は
算
出
さ
れ
ず
良
好
で

あ
り
ま
し
た
。

徳島県最低賃金
平成２９年１０月５日から

時間額７４０円
＊一部の製造業には特定最低賃金が定めら
れています。

【お問合せ先】
徳島労働局労働基準部賃金室
（TEL０８８－６５２－９１６５）
又は最寄りの労働基準監督署まで

神
山
町
議
会

９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９
月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月
定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定
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２広報かみやま No.３１３



総務費
1,730,397
35.3%

総務費
1,730,397
35.3%

土木費
358,724
7.4% 

土木費
358,724
7.4% 

民生費
1,007,067
20.7% 

民生費
1,007,067
20.7% 

教育費
384,429
7.9% 

教育費
384,429
7.9% 

公債費
375,782
7.7% 

公債費
375,782
7.7% 

農林水産業費
250,669  5.1% 
農林水産業費
250,669  5.1% 

災害復旧費
237,950  4.9% 
災害復旧費
237,950  4.9% 

消防費　203,988  4.2% 消防費　203,988  4.2% 議会費　56,712  1.2% 議会費　56,712  1.2% 

商工費　46,578  1.0 %商工費　46,578  1.0 %衛生費
222,150  4.6% 
衛生費
222,150  4.6% 

歳出
4,874,446 千円

歳入

町税
496,932
9.6%

町税
496,932
9.6% 繰越金

284,880
5.5% 

繰越金
284,880
5.5% 

諸収入　100,539  1.9% 諸収入　100,539  1.9% 

分担金・
負担金
32,571
0.6% 

分担金・
負担金
32,571
0.6% 

使用料・
手数料
39,419
0.8% 

使用料・
手数料
39,419
0.8% 

その他
556,406
10.8%

その他
556,406
10.8%

5,178,637 千円
依存財源 
3,667,890
70.8% 

依存財源 
3,667,890
70.8% 

自主財源 
1,510,747
29.2%

自主財源 
1,510,747
29.2%

町債
413,800
8.0%

町債
413,800
8.0%

国庫支出金
405,522
7.8%

国庫支出金
405,522
7.8%

県支出金
335,391
6.5%

県支出金
335,391
6.5%

地方譲与税
88,625
1.7%

地方譲与税
88,625
1.7%

その他　123,508  2.4%その他　123,508  2.4%

地方交付税
2,301,044
44.4%

地方交付税
2,301,044
44.4%

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）の規定により、次のとおり
公表します。

＜比率の説明＞
・実質赤字比率………一般会計等の実質赤字の標準財政規模に対する比率
・連結実質赤字比率…全ての会計の実質赤字の標準財政規模に対する比率
・実質公債費比率……一般会計などにおける地方債の償還や公営企業が借り

入れた地方債の償還に対する一般会計からの繰出金な
どの標準財政規模に対する比率

・将来負担比率………第三セクターなども含め、一般会計等が将来負担すべ
き実質的な債務の標準財政規模に対する比率

決算に基づく健全化判断比率
および資金不足比率について

（単位：％）

将来負担比率

－－－

３５０．０

注：実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率が算定されない場合「－」の記載となる。
注：４つの比率のうち１つでも「早期健全化基準」（黄信号）に達すると財政健全化計画を策定しなければならない。

資金不足比率 （平成２９年神山町公表第５０号）

事業の規模

８８，９８７千円

注：資金不足額（赤字額）がない場合「－」の記載となる。
注：健全化法施行令１７条第３号の規定により事業の規模を算定

実質公債費比率

２．６

２５．０

資金不足比率

－－－

連結実質赤字比率

－－－

２０．０

実質赤字比率

－－－

１５．０

特別会計の名称

神山町簡易水道事業特別会計

平成
２８年度

健全化判断比率
（４つの比率）

（平成２９年神山町公表第４９号）

神山町の比率

早期健全化基準

町町
財財
政政
状状
況況

平
成
２８
年
度
決
算
の
状
況
は
次
の
と
お

り
で
す
。（
神
山
町
公
表
第
５２
号
）

（単位：千円）

差 引

８２，３６１

３，８６５

５８，４６４

２２１

歳 出

１，０１５，６９１

１６４，３１２

９７１，５７３

１２０，８６３

歳 入

１，０９８，０５２

１６８，１７７

１，０３０，０３７

１２１，０８４

特別会計決算
区 分

国民健康保険特別会計

簡易水道事業特別会計

介 護 保 険 特 別 会 計

後期高齢者医療特別会計

町民１人あたりに使ったお金 ９０２，６７３円

歳 出

町民１人あたりの町税負担額 ８６，６１９円

歳 入

平成２９年１１月１５日発行３
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（平成２９年神山町公表第５１号）

神山町財政状況の公表に関する条例の規定により、平成２９年度上半期の財政の状況を公表します。

平成２９年１０月４日 神山町長 後 藤 正 和

０ 千円� 一時借入金

予算執行状況１
区分

予算額
歳 入 歳 出

会計別 収 入 済 額 収 入 率 支 出 済 額 支 出 済 率

一 般 会 計 ５，０５０，９１１ ２，４５２，１５２ ４８．５ １，７８８，６００ ３５．４

国民健康保険特別会計 １，１００，４６６ ４９９，９８６ ４５．４ ４２６，１６７ ３８．７

簡易水道事業特別会計 ２１２，６３２ ７８，２５４ ３６．８ ７５，３０６ ３５．４

介 護 保 険 特 別 会 計 １，１４１，４４９ ５２８，０２３ ４６．３ ４２９，２７７ ３７．６

後期高齢者医療特別会計 １２５，６１１ ６５，７５５ ５２．３ ２４，０６８ １９．２

合計 ７，６３１，０６９ ３，６２４，１７０ ４７．５ ２，７４３，４１８ ３６．０

区 分

行政財産

� 公 有 財 産

土地
（面積㎡）

建 物（延 床 面 積㎡）
木 造 非木造 計

本 庁 舎 ６，８３０．６４ ２，６３８．０９ ２，６３８．０９

その他の
行政機関

消 防 施 設 ９６７．５８ ４０９．７３ １，８６６．０５ ２，２７５．７８

その他の施設 ３，７１８．４０ ２０８．００ ２０８．００

公 共 用
財 産

小 学 校 ５６，１３７．９７ ６５３．００ １４，７６２．９８ １５，４１５．９８

中 学 校 ３，０１１．１９ １１０．７９ ９，５９１．０８ ９，７０１．８７

公 営 住 宅 ３５，３３６．８３ １，００６．４７ １０，１６５．１３ １１，１７１．６０

公 園 ９，５２２．２９ １２７．００

その他の施設 １０２，８６９．７１ １，９５９．３１ ４０，８０１．７２ ４２，７６１．０３

計 ２１８，３９４．６１ ０．００

事 業 名 借入現在高
元 利 償 還 金

（単位：千円）

� 地方債現在高
平成２９年９月３０日現在の事業別現在高及び平成２９年度
上半期の元利償還金は次のとおりです。

元 金 利 子

公 共 事 業 等 債 ２，０００ １

一 般 単 独 事 業 債 １４，１２５ ３，９４８ １７２

公営住宅建設事業債 １，７４０ ２，００３ ８９

義務教育施設整備事業債 ３０，０００ ３，３７９ ４２８

災 害 復 旧 事 業 債 ２５８，２８３ １１，４２６ ３８９

過 疎 対 策 事 業 債 １，５９７，４５２ ６５，２７８ ２，７０５

財 源 対 策 債 ７，４３９ ８１６ ３８

臨時税収補てん債 １，５８７ １，５７１ ３２

臨 時 財 政 特 例 債 ３０７ ３０１ １３

緊急防災・減災事業債 １６，９９８ ４２２ １６

辺 地 対 策 事 業 債 ９５，７３４ １０，８８１ ２６３

臨 時 財 政 対 策 債 １，００２，５０８ ８１，６０６ ３，１８５

一 般 会 計 分 計 ３，０２８，１７３ １８１，６３１ ７，３３１

特 別 会 計 分 ５４９，９８６ １７，６１６ ６，０１７

合 計 ３，５７８，１５９ １９９，２４７ １３，３４８

財産、地方債及び一時借入金２

区 分

普通財産

土地
（面積㎡）

建 物（延 床 面 積㎡）
木 造 非木造 計

宅 地 ２６，６７５．６８ ４，４３７．８８ ４，４３７．８８

田 畑 ２４，３３７．９７ ０．００

山 林 １，８１９，４７２．３７ ０．００

そ の 他 ７５，８６７．１８ ０．００

計 １，９４６，３５３．２０ ０．００

区 分

その他

土地
（面積㎡）

イ ン フ ラ 等 ５８５，２６６．３２

平成２９年度上半期の財政状況 （平成２９年９月３０日現在）

（単位：千円）

（Ｈ２９．３．３１現在）
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神山町人事行政等の状況の公表に関する条例に基づき、次のとおり職員の任用、給与、服務や勤務条件等の人事

行政の運営状況について公表します。

平平成成２２８８年年度度 神神山山町町人人事事行行政政のの運運営営等等のの状状況況

H２９．４．１
８（１）
３３
４（１）
２４
２

５

２
２
０
８
７
２
０

５（１）
１
０
０

１０３（３）

H２８．４．１
９
３０

５（１）
２４
２

５

２
４
０
７
７
１
０
６
１
０
０

１０３（１）

職 名
課 長 等
課 長 補 佐 等
係 長 等
主 事
技 師

所 長 等

副 所 長
主 任 保 育 士
副 主 任 保 育 士
保 育 士
主任業務員・業務員
主 任 工 手 ・ 工 手
運 転 手
用 務 員
調 理 員
主任支援・支援員
介 護 員

計

＊平成２８年４月１日現在の職員数には平成２８年度中の採用者を含みます。
＊（ ）の数値は再任用職員です。

▼定数条例から見た職員数

H２９と定数との比較

▲１

▲３４

▲１

▲１

▲１９

１

▲５５

H２９．４．１職員数

１

８７（３）

併任 ０

併任 ０

１３

２

１０３（３）

H２８．４．１職員数

１

８６（１）

併任 ０

併任 ０

１４

２

１０３（１）

定 数

２

１２１

１

１

３２

１

１５８

区 分

議 会 の 事 務 部 局

町 長 の 事 務 部 局

選挙管理委員会の事務部局

監 査 委 員 の 事 務 部 局

教 育 委 員 会 の 事 務 部 局

農 業 委 員 会 の 事 務 部 局

計

職名別職員数 （単位：人）１．職員の任免及び職員数に関する状況 （単位：人）

３．年次有給休暇取得状況
内 容

平均取得日数

７．７日

取得総日数

５５０．０日

対象（一般職）

７１人（新採・休職者等を除く）

休業の種類

（H２８年１～１２月）
年次有給休暇取得実績

２．職員の給料の状況
� 初任給基準 （Ｈ２８．４．１）

高校卒

１４４，６００円

１４０，１００円

短大卒

１５７，３００円

－

大学卒

１７６，７００円

－

区 分

一 般 行 政 職

技 能 労 務 職

� １人当たりの支給額 （Ｈ２８．４．１）

平均年齢

４２．１歳

５４．３歳

平均給料月額

３１１，８００円

３１３，３００円

区 分

一 般 行 政 職

技 能 労 務 職

４．職員の分限及び懲戒処分等（H２８年度）
処分者数

０人

０人

３人

０人

０人

０人

０人

１人

０人

２０人

処分内容

免 職

降 任

休 職

降 給

失 職

免 職

停 職

減 給

戒 告

訓 告 ・ 厳 重 注 意 等

分 限 処 分

懲 戒 処 分

� 特別職の報酬などの状況（Ｈ２８．４．１現在）

期 末 手 当

・６月期
報酬月額×１．１５×１．５０月分

・１２月期
報酬月額×１．１５×１．７５月分

月 額

２８４，０００円

２３４，０００円

１９５，０００円

区 分

議 長

副 議 長

議 員

報

酬

期 末 手 当

・６月期
給料月額×１．１５×１．５０月分

・１２月期
給料月額×１．１５×１．７５月分

月 額

７４６，０００円

５９７，０００円

５４１，０００円

区 分

町 長

副 町 長

教 育 長

給

料

５．職員研修及び勤務成績の評定状況（H２８年度）
人 数
５人
９人
１人
１人
２人
１２人
２８人
１０３人
１３０人
８４人
３７人
３０人
１人

研 修 名 等
課 長 級 研 修
課 長 補 佐 級 研 修
係 長 研 修
職 員 Ⅱ 研 修 （ ８ 年 目 ）
職 員 Ⅰ 研 修 （ ４ 年 目 ）
新 人 職 員 研 修
そ の 他 研 修 ８ 研 修
地 方 創 生 研 修 （ ３ 回 ）
人 事 評 価 研 修 （ ２ 回 ）
特 定 個 人 情 報 研 修
マ ス コ ミ 対 応 研 修
そ の 他 研 修 ３ 研 修
子 育 て 支 援 対 策 研 修

研 修 区 分

自治研修センター等研修

職 場 研 修

市町村アカデミー研修（千葉県）

平成２９年４月１日
現在職員数

８８（２）

１５（１）

１０３（３）

平成２９年４月１日
採用者数

５（１）

１（１）

６（２）

平成２８年度中

退職者数

５

１

６

採用者数

６

０

６

平成２８年４月１日
現在職員数

８８（１）

１５（０）

１０３（１）

年度

一 般 行 政 職

技 能 労 務 職

計

区分

＊（ ）の数値は再任用職員です。

（単位：人）

平成２９年１１月１５日発行５
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平成２９年１１月１５日発行７



世
界
各
国
か
ら
、す
だ
ち
収
穫

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
集
ま
り
ま
し
た

９
月
４
日
（
月
）
よ
り
１５
日
（
金
）

の
間
、
収
穫
の
人
手
不
足
を
一
時
的
に

解
消
し
、
ま
た
国
際
交
流
に
よ
っ
て
、

神
山
の
す
だ
ち
農
業
の
新
た
な
可
能
性

を
模
索
す
べ
く
、
国
際
ワ
ー
ク
キ
ャ
ン

プ
を
行
い
ま
し
た
。
ト
ル
コ
・
ロ
シ

ア
・
メ
キ
シ
コ
・
ベ
ト
ナ
ム
・
大
阪
の

国
際
色
豊
か
な
５
名
の
メ
ン
バ
ー
で
、

滞
在
期
間
は
バ
ラ
バ
ラ
で
し
た
が
、
民

家
に
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を
さ
せ
て
頂
き
な

が
ら
鬼
籠
野
一
ノ
坂
の
園
地
に
て
収
穫

の
お
手
伝
い
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
受
け
入
れ
農
家
さ

ん
も
は
じ
め
は
不
安
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ

た
よ
う
で
す
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

方
々
が
収
穫
を
一
生
懸
命
頑
張
っ
て
く

れ
た
事
も
あ
り
、
一
緒
に
作
業
を
す
る

中
で
だ
ん
だ
ん
と
打
ち
解
け
て
い
っ
て

「
収
穫
も
助
か
っ
た
し
、
や
っ
て
よ

か
っ
た
。」
と
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

こ
こ
で
得
た
確
か
な
手
ご
た
え
を
糧

に
、
来
年
度
は
人
手
が
足
り
な
く
て

困
っ
て
い
る
よ
り
多
く
の
農
家
さ
ん
の

と
こ
ろ
に

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
方
々

を
派
遣
し

た
い
と
考

え
て
い
ま

す
。
鬼
籠

野
だ
け
で

な
く
、
神

山
町
全
域

で
人
手
不

足
に
困
っ

て
い
る
農

家
さ
ん
や
、

国
際
交
流
に
興
味
が
あ
る
農
家
さ
ん
！

ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
興
味
が
あ
る
だ
け
で

も
構
い
ま
せ
ん
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

『
神
山
す
だ
ち
の
木
』オ
ー
ナ
ー

様
へ
す
だ
ち
を
発
送
し
ま
し
た

今
年
か
ら
新
し
い
取
組
み
と
し
て
始

め
た
『
神
山
す
だ
ち
の
木
オ
ー
ナ
ー
制

度
』。
す
だ
ち
の
旬
を
迎
え
た
９
月
の

初
め
と
中
旬
に
そ
れ
ぞ
れ
収
穫
し
た
て

の
瑞
々
し
い
す
だ
ち
を
オ
ー
ナ
ー
様
へ

発
送
致
し
ま
し
た
！
「
シ
ェ
フ
」
と
「
農

家
」
が
直
接
顔
の
見
え
る
関
係
に
な
っ

て
ほ
し
い
、
と
い
う
想
い
で
始
め
た
取

組
で
す
が
、
実
際
に
農
家
さ
ん
の
作
業

の
様
子
を
オ
ー
ナ
ー
さ
ん
に
伝
え
る
と

「
こ
ん
な
に
大
変
な
作
業
を
し
て
く
れ

て
感
謝
い
た
し
ま
す
、
大
切
に
使
わ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。」と
い
う
お
返
事
を

い
た
だ
き
、

農
家
さ
ん

も
や
り
が

い
を
感
じ

て
く
だ
さ
っ

た
よ
う
で

す
。こ

ち
ら

も
、
国
際

ワ
ー
ク
キ
ャ

ン
プ
同
様
、

神
山
町
の

様
々
な
農

家
さ
ん
と

協
力
し
な
が
ら
広
げ
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
オ
ー
ナ
ー
様
の
代
わ

り
に
木
の
お
世
話
を
し
て
く
だ
さ
る
農

家
さ
ん
を
随
時
募
集
し
て
お
り
ま
す
。

神
山
町
地
域
お
こ
し
協
力
隊
は
、

神
山
町
の
特
産
品
で
あ
る
す
だ
ち
や

梅
産
業
を
主
に
盛
り
上
げ
る
活
動
を

し
て
い
ま
す
。
神
山
す
だ
ち
の
国
際

ワ
ー
ク
キ
ャ
ン
プ
や
、
す
だ
ち
の
木

オ
ー
ナ
ー
制
度
な
ど
、
一
緒
に
や
っ

て
く
だ
さ
る
町
民
の
方
々
も
随
時
募

集
し
て
お
り
ま
す
。
ご
意
見
・
ご
質

問
な
ど
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に

お
電
話
く
だ
さ
い
。
お
問
い
合
わ
せ

は
、
こ
ち
ら
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
里
山
み
ら
い

Ｈ
Ｐ：

http
://satoyam

a -m
irai.jp/

電
話：

０
５
０－
２
０
２
４－

４
９
２
５

来年の春に向け、僕が住む
江田集落では“菜の花”の種
まきが終わりました。みん
なで一緒に種を播いたり、
道を掃除したり。“一緒に作
業をする出役”という時間が
好きです。【植田 彰弘】

神山に来て３度目の冬を暖
かく過ごすべく、準備を始
めた今日この頃。衣食住の
まずは「食」から…、鍋と
自家製すだちポン酢の準備
はばっちりです！

【織田 智佳】今年の秋は、立て続けに千
葉から友人が来てくれまし
た。滝や田んぼ、アート作
品を巡り、温泉に入り美味
しい物を食べて、私も神山
の良さを再発見しました！

【川野 歩美】

いよいよ空気の冷たさから
冬を感じるようになってき
た神山。寒くなってくると
少しでも温かい冬を過ごし
たくて、いろんな防寒グッ
ズが気になっています。

【神野 昌子】

神山すだちの木オーナー制度

国際ワークキャンプ

�����
��	

８広報かみやま No.３１３



す
み
は
じ
め
住
宅
「
西
分
の

家
」
の
ご
紹
介
②

西
分
の
家
は
築
約
５６
年
の
民
家
を
改

修
し
、
３
〜
４
世
帯
分
の
個
室
が
あ
る

シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り

ま
し
た
。
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
と
い
え
ば
単

身
者
用
の
部
屋
が
一
般
的
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
西
分
の
家
に
は
２
段
ベ
ッ
ド

が
置
い
て
あ
る
２
人
用
の
部
屋
と
、
小

さ
な
子
ど
も
が
い
る
家
族
で
も
入
居
で

き
る
和
室
の
部
屋
（
６
畳
＋
８
畳
）
も

あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
個
室
は
必
要

に
応
じ
て
新
し
い
入
り
口
や
窓
を
つ

け
、
部
屋
ご
と
に
鍵
が
か
け
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
な

の
で
台
所
や
お
風
呂
、
ト
イ
レ
な
ど
の

水
回
り
は
、
住
人
み
ん
な
が
共
同
で
利

用
し
ま
す
。

西
分
の
家
の
１
階
に
は
、
住
人
だ
け

で
な
く
地
域
の
み
な
さ
ん
も
利
用
で
き

る
、
共
有
サ
ロ
ン
と
共
有
キ
ッ
チ
ン
が

あ
り
ま
す
。
次
号
で
は
こ
ち
ら
の
２
部

屋
に
つ
い
て
紹
介
し
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。

��
��
��
��
��
��
����

��

約
５
年
前
の
平
成
２４
年
に
神
山
に
移

住
さ
れ
た
、
清
水
さ
ん
一
家
を
ご
紹
介

し
ま
す
。
宏
耕
さ
ん
は
徳
島
中
央
森
林

組
合
で
山
師
と
し
て
ご
活
躍
、
理
加
さ

ん
は
上
角
に
あ
る
（
株
）
ソ
ノ
リ
テ
の

神
山
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
に
お
勤
め

に
な
っ
て
い
ま
す
。

〈
移
住
の
き
っ
か
け
〉

宏
耕

も
と
も
と
田
舎
暮
ら
し
に
は
興

味
が
あ
っ
て
、
田
舎
で
暮
ら
す
な
ら
林

業
を
仕
事
に
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い

ま
し
た
。
移
住
先
を
探
す
た
め
に
最
初

に
訪
れ
た

の
が
徳
島

で
、
す
ぐ

に
木
屋
平

の
林
業
の

会
社
へ
の

就
職
が
決
ま
り
、
平
成
２０
年

に
ま
ず
は
木
屋
平
に
移
住
し

ま
し
た
。
木
屋
平
で
は
市
営

住
宅
に
住
ん
で
い
た
の
で
す

が
、
田
舎
暮
ら
し
が
で
き
る

一
軒
家
を
借
り
た
く
て
、
た
ま
た
ま
神

山
で
家
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

理
加

神
山
の
学
校
は
１
学
年
に
１
ク

ラ
ス
あ
っ
て
同
級
生
の
友
だ
ち
も
で
き

る
の
で
、
そ
う
い
う
環
境
で
子
育
て
を

し
た
い
と
い
う
思
い
も
あ
り
ま
し
た
。

〈
お
仕
事
に
つ
い
て
〉

宏
耕

神
山
に
引
っ
越
し
た
後
も
木
屋

平
の
会
社
に
通
勤
し
て
い
ま
し
た
が
、

去
年
の
１０
月
か
ら
徳
島
中
央
森
林
組
合

に
勤
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
主
に

間
伐
の
現
場
で
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
で
木

を
切
っ
て
市
場
に
出
荷
す
る
ま
で
の
、

一
連
の
業
務
を
担
っ
て

い
ま
す
。
今
年
で
林
業

の
仕
事
を
始
め
て
１０
年

目
に
な
り
ま
す
が
、
山

仕
事
は
ま
だ
ま
だ
奥
が

深
い
で
す
。

理
加

ソ
ノ
リ
テ
で
は

事
務
の
仕
事
を
し
て
い

ま
す
。
短
期
バ
イ
ト
に

応
募
し
た
の
が
き
っ
か

け
で
し
た
が
、
働
き
は
じ
め

て
も
う
す
ぐ
３
年
。
子
育
て

し
な
が
ら
働
き
や
す
い
環
境

な
の
で
、
助
か
っ
て
い
ま

す
。

〈
神
山
に
５
年
住
ん
で
み
て
〉

理
加

神
山
は
コ
ン
ビ
ニ
な

ど
が
あ
っ
て
市
内
に
も
近
い

た
め
、
特
に
不
便
さ
は
感
じ

ま
せ
ん
。
地
元
の
方
も
あ
た

た
か
く
迎
え
て
下
さ
り
、
と

て
も
暮
ら
し
や
す
い
町
だ
と
感
じ
て
い

ま
す
。

〈
今
後
の
抱
負
〉

宏
耕

神
山
の
山
の
手
入
れ
の
力
に
な

る
こ
と
を
は
じ
め
、
地
域
の
役
に
立
て

る
よ
う
な
人
間
に
な
り
た
い
で
す
。
自

分
が
で
き
る
山
仕
事
の
幅
を
広
げ
た
く

て
、
家
の
近
く
な
ど
で
重
機
も
入
る
こ

と
の
で
き
な
い
場
所
の
樹
木
を
伐
採
す

る
、
特
殊
伐
採
の
技
術
も
勉
強
し
て
い

ま
す
。
も
し
お
家
周
辺
の
伐
採
で
困
っ

た
こ
と
が
あ
れ
ば
、
気
軽
に
相
談
し
て

も
ら
え
た
ら
と
思
い
ま
す
。

�

�
�
�
�
�
�
	


��

�

�
�

NPO法人
グリーンバレー
の伊藤が

お届けします。

お問合せ
�６７６‐１１７７
IP：２０２８

新規移住
相談件数

�����
�����

ひろやす

清水 宏耕 大阪府出身
り か

清水 理加 兵庫県出身
ま い

清水 麻以 神領小学校
のぶゆき

清水 信志 下分保育所
神領字中津在住

平成２９年１１月１５日発行９
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▲阿川地区敬老会

▲神領地区敬老会

▲講演の様子

▲町大会を優勝した中津体協

町大会１回戦
阿 川
ブルースカイ ５－４ 鬼籠野体協

中 津 体 協 ６－１ 広 野 体 協

町大会２回戦
阿 川
ブルースカイ ２－１１ 寄 井 体 協

町大会決勝戦
中 津 体 協 １１－１０ 寄 井 体 協

名西郡大会
中 津 体 協 ４－８ レジスタンス

（石井町代表）

１２広報かみやま No.３１３



自
分
の
町
の
こ
と
を
話
せ
る
よ
う

に
。
町
民
・
町
内
バ
ス
ツ
ア
ー
続
け

て
い
ま
す
。

町
外
の
視
察
者
で
は
な
く
、
地
元
の

人
に
最
近
の
神
山
の
動
き
を
見
て
も
ら

う
た
め
の
町
民
・
町
内
バ
ス
ツ
ア
ー
、

随
時
募
集
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

９
月
末
ま
で
に
１６
回
開
催
し
、

１
８
７
名
が
参
加
し
て
く
れ
ま
し
た
。

参
加
し
て
く
れ
た
方
に
話
を
聞
く
と

「
町
外
の
人
に
聞
か
れ
た
と
き
に
答
え

ら
れ
な
い
の
で
、
少
し
で
も
話
せ
る
よ

う
に
参
加
し
た
。」
と
い
う
参
加
者
が

多
い
よ
う
で
す
。「
神
山
で
店
や
出
し

て
や
っ
て
い
け
る
の
か
？
」
と
い
う
疑

問
を
店
主
に
直
接
ぶ
つ
け
る
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

参
加
し
た
あ
と
は
「
実
際
に
話
を
聞

い
て
疑
問
が
解
決
し
た
。」、「
噂
で
は

聞
い
て
い
た
け
ど
、
こ
れ
か
ら
は
自
分

の
感
想
と
し
て
話
せ
る
。」
と
い
う
感

想
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

バ
ス
ツ
ア
ー
は
５
人
か
ら
１５
人
程
度

の
グ
ル
ー
プ
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

ご
近
所
さ
ん
や
お
友
達
な
ど
町
民
で
あ

れ
ば
ど
の
様
な
グ
ル
ー
プ
で
も
お
申
し

込
み
い
た
だ
け
ま
す
。（
町
出
身
者
の

同
行
可
。）

行
き
先
は
皆
さ
ん
の
希
望
を
聞
き
な

が
ら
決
定
し
て
い
ま
す
。

ツ
ア
ー
参
加
費
は
無
料
で
す
。（
※

食
事
代
な
ど
は
自
己
負
担
）

ま
ず
は
、お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先：

役
場
総
務
課

企
画
調
整

�
０
８
８－

６
７
６－

１
１
１
１

メ
ー
ル：

info@
kam
iyam

a.i -tokushim
a.jp

紙
お
む
つ
の
収
集
に
つ
い
て

平
成
３０
年
４
月
よ
り
、
紙
お
む
つ
の

収
集
は
、
町
指
定
の
専
用
袋
で
行
い
ま

す
。指

定
袋
以
外
（
ご
み
袋
、
ビ
ニ
ー
ル

袋
等
）
で
出
さ
れ
た
紙
お
む
つ
は
収
集

で
き
な
い
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ご
理
解

と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
平
成
２９
年
１２
月
よ
り
、
Ｊ
Ａ

名
西
郡
神
山
支
店
及
び
各
販
売
店
に
て

指
定
袋
の
販
売
を
開
始
し
ま
す
。

な
お
、
平
成
３０
年
３
月
ま
で
は
、
指

定
袋
以
外
の
袋
で
も
収
集
を
行
い
ま

す
。平

成
３０
年
度
保
育
所
入
所
申
込
み
の

ご
案
内

平
成
３０
年
度
保
育
所
入
所
申
込
み
を

平
成
２９
年
１１
月
６
日
か
ら
受
け
付
け
て

い
ま
す
。

■
受
付
期
間

平
成
２９
年
１１
月
６
日
（
月
）
か
ら
１２

月
１
日
（
金
）
ま
で
（
土
・
日
祝
日

は
除
く
）

■
受
付
場
所

下
分
保
育
所
・
広
野
保
育
所
・
健
康

福
祉
課

■
対
象
児
童

保
護
者
の
仕
事
や
家
庭
の
事
情
（
出

産
前
後
や
病
気
、
又
は
家
族
の
看
護

を
含
む
）
な
ど
に
よ
り
、
昼
間
家
庭

で
保
育
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
生
後

６
か
月
か
ら
６
歳
ま
で
（
小
学
校
就

学
前
）
の
児
童
。

※
保
護
者
及
び
入
所
を
希
望
す
る
児
童

の
住
所
が
神
山
町
に
あ
り
、
か
つ
神

山
町
に
居
住
し
て
い
る
（
生
活
の
本

拠
地
が
神
山
町
で
あ
る
）
こ
と
が
条

件
と
な
り
ま
す
。

■
必
要
書
類

①
支
給
認
定
申
請
書
（
各
受
付
場
所
に

備
え
付
け
て
い
ま
す
。）

※
途
中
入
所
を
考
え
ら
れ
て
い
る
方
も
、

申
込
書
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

②
父
母
が
保
育
で
き
な
い
こ
と
を
証
明

す
る
書
類
（
就
労
証
明
書
、
母
子
手

帳
等
）

③
父
母
の
平
成
２９
年
度
所
得
課
税
証
明

書
（
平
成
２９
年
１
月
１
日
現
在
神
山

町
に
住
所
が
な
か
っ
た
方
の
み
必
要

で
す
。
居
住
し
て
い
た
自
治
体
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。）

④
父
母
及
び
児
童
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
（
平
成
２９
年
度
か
ら
継
続
入

所
の
場
合
は
不
要
で
す
。）

※
受
付
期
間
以
降
の
申
込
み
に
つ
い
て

は
、
４
月
か
ら
の
入
所
が
困
難
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
期
間
内

に
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

★
お
問
い
合
わ
せ
先

下
分
保
育
所

�
６
７
７－

０
２
２
２

（
Ｉ
Ｐ

２
０
２
６
）

広
野
保
育
所

�
６
７
８－

０
５
５
６

（
Ｉ
Ｐ

２
０
２
７
）

神
山
町
役
場
健
康
福
祉
課

�
６
７
６－

１
１
１
４

（
Ｉ
Ｐ

２
０
０
４
）

総
務
課

Ｔ
Ｅ
Ｌ

６
７
６－
１
１
１
１

Ｉ
Ｐ

２
０
０
１

住
民
課

Ｔ
Ｅ
Ｌ
６
７
６
‐
１
１
１
３

Ｉ
Ｐ
２
０
０
３

健
康
福
祉
課
Ｔ
Ｅ
Ｌ
６
７
６
‐
１
１
１
４

Ｉ
Ｐ
２
０
０
４

�����

���	

�����

▲

上
分
カ
フ
ェ
ブ
ロ
ン
プ
ト
ン
デ
ポ

▲

神
領

里
山
み
ら
い

平成２９年１１月１５日発行１３



児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手

当
に
つ
い
て

◆
児
童
扶
養
手
当

●
児
童
扶
養
手
当
と
は
？

父
母
の
離
婚
な
ど
で
、
父
ま
た
は
母

と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童
を

監
護
、
養
育
し
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ

る
も
の
で
す
。

な
お
、
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
は
、

監
護
・
養
育
さ
れ
て
い
る
児
童
が
１８
歳

に
達
し
た
年
度
末
（
政
令
で
定
め
る
障

が
い
の
あ
る
児
童
は
２０
歳
※
再
認
定
の

請
求
が
必
要
）
ま
で
で
す
。

●
支
給
要
件

次
の
①
〜
⑨
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
児
童
に
つ
い
て
、
母
、
父
、
又
は
養

育
者
が
監
護
等
し
て
い
る
場
合
に
支
給

さ
れ
ま
す
。

①
父
母
が
離
婚
し
た
児
童

②
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

③
父
ま
た
母
が
政
令
で
定
め
る
障
が
い

の
あ
る
児
童

④
父
ま
た
は
母
が
生
死
不
明
な
児
童

⑤
父
ま
た
は
母
が
１
年
以
上
遺
棄
し
て

い
る
児
童

⑥
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
の
Ｄ
Ｖ

保
護
命
令
を
受
け
た
児
童

⑦
父
ま
た
は
母
が
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ

て
い
る
児
童

⑧
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎
し
た

児
童

⑨
母
が
児
童
を
懐
胎
し
た
と
き
の
事
情

が
不
明
で
あ
る
児
童

◆
特
別
児
童
扶
養
手
当

●
特
別
児
童
扶
養
手
当
と
は
？

２０
歳
未
満
で
、
精
神
や
身
体
に
常
に

介
護
を
必
要
と
す
る
程
度
の
障
害
の
あ

る
子
ど
も
を
家
庭
で
保
護
、
監
督
し
て

い
る
父
母
、
ま
た
は
養
育
し
て
い
る
方

に
対
し
、
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

●
支
給
要
件

２０
歳
未
満
で
精
神
ま
た
は
身
体
に
障

害
を
有
す
る
子
ど
も
を
家
庭
で
看
護
、

養
育
し
て
い
る
父
母
な
ど
。

※
児
童
扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶
養
手

当
を
受
給
す
る
た
め
に
は
、
役
場
健

康
福
祉
課
へ
の
申
請
が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
、
健
康
福
祉
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

徳
島
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ

ン
タ
ー

病
児
・
病
後
児
預
か
り
事

業
に
つ
い
て

平
成
２９
年
１０
月
よ
り
徳
島
フ
ァ
ミ

リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
で
は
病

児
・
病
後
児
預
か
り
事
業
を
開
始
し
ま

し
た
。
病
気
中
の
子
ど
も
（
病
児
）、

ま
た
は
病
気
の
回
復
期
に
あ
る
子
ど
も

（
病
後
児
）
を
、
特
定
の
研
修
を
終
了

し
た
子
育
て
サ
ポ
ー
タ
ー
（
Ｅ
会
員
）

が
一
時
的
に
お
預
か
り
し
ま
す
。「
病

気
の
症
状
は
良
く
な
っ
た
が
、
も
う
１

日
だ
け
学
校
や
保
育
所
を
休
ま
せ
て
様

子
を
み
た
い
と
き
」
や
、「
病
児
保
育

施
設
へ
の
送
迎
を
頼
み
た
い
と
き
」
な

ど
に
利
用
で
き
ま
す
。

※
病
気
の
症
状
に
よ
っ
て
利
用
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
（
高
熱
や
強
い

感
染
症
、
嘔
吐
や
水
様
便
に
よ
る
脱

水
症
状
な
ど
）。
詳
し
い
利
用
条
件

に
つ
い
て
は
徳
島
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ

ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

（
電
話：

０
８
８－

６
１
１－

１
５
５
１
）

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

病
児
・
病
後
児
預
か
り
利
用
料
金

（
援
助
を
受
け
た
方
が
Ｅ
会
員
に
直

接
支
払
い
ま
す
。）

月
〜
金
（
平
日
）
７：

００
〜
２１：

００

１
時
間
８
０
０
円

上
記
以
外
１
時
間
９
０
０
円

１１
月
は
『
児
童
虐
待
防
止
推
進
月

間
』
で
す

平
成
２９
年
度「
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
」標
語

『
い
ち
は
や
く

知
ら
せ
る
勇
気

つ
な
ぐ
声
』

児
童
虐
待
に
関
す
る
相
談
対
応
件
数

は
依
然
と
し
て
増
加
傾
向
に
あ
り
、
特

に
子
ど
も
の
生
命
が
奪
わ
れ
る
な
ど
の

重
大
な
事
件
が
後
を
絶
た
ず
、
児
童
虐

待
は
社
会
全
体
で
解
決
す
べ
き
重
要
な

問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
厚
生
労
働
省

は
、
平
成
１６
年
度
か
ら
児
童
虐
待
防
止

法
が
施
行
さ
れ
た
１１
月
を
「
児
童
虐
待

防
止
推
進
月
間
」
と
定
め
、
日
本
各
地

で
児
童
虐
待
問
題
に
対
す
る
意
識
を
高

め
、
児
童
虐
待
の
防
止
に
つ
な
げ
る
た

め
の
広
報
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

児
童
虐
待
と
は
…

●
身
体
的
虐
待：

殴
る
、
蹴
る
、
投
げ

落
と
す
、
激
し
く
揺
さ
ぶ
る
、
や
け

ど
を
負
わ
せ
る
、
溺
れ
さ
せ
る
、
首

を
絞
め
る
、
縄
な
ど
に
よ
り
一
室
に

拘
束
す
る

な
ど

●
性
的
虐
待：

子
ど
も
へ
の
性
的
行

為
、
性
的
行
為
を
見
せ
る
、
ポ
ル
ノ

グ
ラ
フ
ィ
の
被
写
体
に
す
る

な
ど

●
ネ
グ
レ
ク
ト：

家
に
閉
じ
込
め
る
、

食
事
を
与
え
な
い
、
ひ
ど
く
不
潔
に

す
る
、
自
動
車
の
中
に
放
置
す
る
、

重
い
病
気
に
な
っ
て
も
病
院
に
連
れ

て
行
か
な
い

な
ど

●
心
理
的
虐
待：

言
葉
に
よ
る
脅
し
、

無
視
、
き
ょ
う
だ
い
間
で
の
差
別
的

扱
い
、
子
ど
も
の
目
の
前
で
家
族
に

対
し
て
暴
力
を
ふ
る
う

な
ど

子
ど
も
を
虐
待
か
ら
守
る
た
め
に

は
、
早
期
連
絡
・
通
報
が
最
善
の
も
の

と
な
っ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
の
虐
待
に

関
し
て
少
し
で
も
気
に
な
る
事
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
ど
う
か
役
場
健
康
福
祉
課

▲平成２９年１０月２日に開催された
病児・病後児預かり事業開始式の様子
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や
、
東
部
保
健
福
祉
局
及
び
中
央
こ
ど

も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

★
連
絡
先

徳
島
県
東
部
保
健
福
祉
局

�
６
２
６－

８
７
１
６

徳
島
県
中
央
こ
ど
も
女
性
相
談
セ
ン

タ
ー

�
６
２
２－

２
２
０
５

神
山
町
役
場
健
康
福
祉
課

�
６
７
６－
１
１
１
４

（
Ｉ
Ｐ
２
０
０
４
）

第
６９
回
人
権
週
間

１２
月
４
日
〜
１２
月
１０
日

み
ん
な
で
築
こ
う

人
権
の
世
紀

〜
考
え
よ
う

相
手
の
気
持
ち

未
来

へ
つ
な
げ
よ
う

違
い
を
認
め
合
う
心
〜

法
務
省
及
び
全
国
人
権
擁
護
委
員
連

合
会
は
、
国
連
で
世
界
人
権
宣
言
が
採

択
さ
れ
た
日
で
あ
る
１２
月
１０
日
を
世
界

人
権
デ
ー
と
定
め
、
毎
年
１２
月
４
日
か

ら
１２
月
１０
日
ま
で
を
「
人
権
週
間
」
と

し
て
い
ま
す
。

人
権
週
間
を
機
会
に
、家
庭
、学
校
、

職
場
、
地
域
な
ど
様
々
な
場
面
で
、
お

互
い
を
尊
重
し
、
人
権
に
対
す
る
意
識

を
高
め
ま
し
ょ
う
。

＝

人
権
擁
護
委
員
を
ご
存
知
で
す
か
？＝

人
権
擁
護
委
員
は
、
法
務
大
臣
に
委

嘱
さ
れ
た
民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。

毎
月
役
場
で
開
設
す
る
相
談
所
で
相

談
に
あ
た
る
ほ
か
、
人
権
啓
発
活
動
、

救
済
活
動
（
人
権
侵
犯
事
案
へ
の
対

応
）
を
行
っ
て
い
ま
す
。
人
権
問
題
で

お
困
り
の
方
は
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
秘
密
は
厳
守
い
た
し
ま
す
。

【
神
山
町
の
人
権
相
談
所
】

開
催
日
時

毎
月
１１
日（
休
日
は
翌
日
）

午
後
１
時
〜
午
後
４
時

場

所

神
山
町
役
場
２
階
図
書
室

【
全
国
共
通
・
専
用
電
話
相
談
】

■
受
付
時
間：

平
日

午
前
８
時
３０

分
〜
午
後
５
時
１５
分

■
お
か
け
に
な
っ
た
場
所
の
最
寄
り
の

法
務
局
に
つ
な
が
り
ま
す
。

み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

�
０
５
７
０－

０
０
３－

１
１
０

人
権
に
つ
い
て
の
相
談

子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

�
０
１
２
０－

０
０
７－

１
１
０

（
通
話
料
無
料
）

学
校
で
の
い
じ
め
や
体
罰
、
虐

待
な
ど
子
ど
も
に
関
す
る
相
談

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

�
０
５
７
０－

０
７
０－

８
１
０

職
場
で
の
セ
ク
ハ
ラ
、
家
庭
内

暴
力
な
ど
女
性
に
関
す
る
相
談

人
権
擁
護
委
員
が
新
し
く
委
嘱
さ
れ

ま
し
た
！

平
成
２９
年
９
月
３０
日
を
も
っ
て
、
阿

部
佐
枝
子
さ
ん
（
平
成
２６
年
１０
月
１
日

委
嘱
）
が
任
期
満
了
で
退
任
さ
れ
、
新

た
に
平
成
２９
年
１０
月
１
日
付
で
、
高
橋

三
枝
子
さ
ん
（
鬼
籠
野
字
東
分
）
が
法

務
大
臣
か
ら
人
権
擁
護
委
員
と
し
て
委

嘱
さ
れ
ま
し
た
。

神
山
町
で
は
毎
月
１１
日
（
休
日
の
場

合
は
翌
日
）
に
役
場
２
階
図
書
室
で
人

権
相
談
所
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

人
権
に
関
す
る
悩
み
事
が
ご
ざ
い
ま

し
た
ら
、
一
人
で
悩
ま
ず
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

町
税
徴
収
強
化
月
間

１１
月
か
ら
１２
月
の
２
か
月
間
を
徴
収

強
化
月
間
と
し
て
、
神
山
町
と
県
内
市

町
村
は
連
携
し
て
徴
収
対
策
を
強
化
し

ま
す
。

町
税
の
納
め
忘
れ
が
な
い
よ
う
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

◎
町
税
を
滞
納
す
る
と
延
滞
金
が
か
か

り
ま
す

町
税
を
滞
納
す
る
と
、
納
期
限
ま
で

に
納
め
た
方
と
の
公
平
を
保
つ
た
め
、

本
来
納
め
る
べ
き
税
額
の
ほ
か
に
、
延

滞
金
も
あ
わ
せ
て
納
め
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

◎
滞
納
処
分
を
行
い
ま
す

神
山
町
で
は
、
町
税
を
滞
納
さ
れ
た

方
に
対
し
て
督
促
状
や
催
告
書
を
発
送

し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
納
税
し
て

い
た
だ
け
な
い
場
合
に
は
、
納
期
限
ま

で
に
納
税
さ
れ
た
方
と
の
公
平
を
保
つ

た
め
、
や
む
を
え
ず
財
産
（
給
与
、
預

貯
金
、
生
命
保
険
な
ど
）の
差
押
え（
滞

納
処
分
）
を
行
い
、
町
税
に
充
て
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

◎
納
税
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す

納
税
者
の
方
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由

で
ど
う
し
て
も
税
を
納
め
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
、
町
で

は
納
税
相
談
を
行
っ

て
い
ま
す
の
で
、
納

付
が
困
難
な
方
は
、

ぜ
ひ
納
税
相
談
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
税
務

保
険
課
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

う
な
ぎ
の
採
捕
制
限
に
つ
い
て

徳
島
県
で
は
、
絶
滅
が
懸
念
さ
れ
る

ニ
ホ
ン
ウ
ナ
ギ
を
保
護
す
る
た
め
に
、

産
卵
の
た
め
河
川
か
ら
海
へ
下
る
親
ウ

ナ
ギ
の
採
捕
を
制
限
し
て
い
ま
す
。
１０

月
を
採
捕
自
粛
期
間
、
１１
月
１
日
か
ら

翌
年
の
３
月
３１
日
ま
で
を
採
捕
禁
止
期

間
と
し
て
い
ま
す
。

指
示
に
従
わ
な
い
場
合
は
、
漁
業
法

の
規
定
に
よ
り
、
１
年
以
下
の
懲
役
若

し
く
は
５０
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
拘
留

若
し
く
は
科
料
に
科
せ
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

漁
業
者
み
な
さ
ま
の
ご
協
力
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
先

徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局

（
徳
島
県
農
林
水
産
部
水
産
振
興
課
）

�
０
８
８－

６
２
１－

２
４
７
６

鮎
喰
川
漁
業
協
同
組
合

�
０
８
８－

６
７
６－

１
１
１
８

税
務
保
険
課
Ｔ
Ｅ
Ｌ
６
７
６
‐
１
１
１
５

Ｉ
Ｐ
２
０
０
５

産
業
観
光
課
Ｔ
Ｅ
Ｌ

６
７
６
‐
１
１
１
８

Ｉ
Ｐ

２
０
０
７ すマ第１４－１４３号

平成２９年１１月１５日発行１５



徳島県は死亡率が
全国ワースト１

前回に続き、「夢・元気・笑顔～健康かみやま２１～第２期計画」の課題を取り上げます。
今回は喫煙についてです。たばこは、依存症を示す物質ニコチンのほか、多くの有害物質を含むため、吸
う人の健康を害するばかりか周囲の吸わない人の健康までも害します。

本人への健康被害

科学的根拠により、たばこが下記のような健康被害の原因となることがわかっています。

●心筋梗塞、狭心症、脳梗塞、脳出血などの
循環器疾患

●妊娠中の喫煙により、低体重児が生まれや
すく、妊娠の異常（早産、死産など）が起
こりやすい

●認知症になりやすい ●歯周病

神山町国保における喫煙率は県平均より高くなっています。

受動喫煙者への健康被害

たばこの副流煙を吸い込んでしまうことを受動喫煙といいます。受動喫煙も、心筋梗塞、肺がん、
乳幼児の喘息や呼吸器感染症、乳幼児突然死症候群の原因になります。

禁煙すると健康改善効果があります！

たばこ対策のために

たばこ対策には一人ひとりの取り組みが大切です。次の項目を一緒に取り組みましょう。

行 政
●たばこが体に与える害について周知します。
・喫煙と生活習慣病の関連や喫煙が原因とな
る疾患について周知します。

●禁煙支援をします。
・各種検診等で指導します。
・禁煙希望者に対する医療機関等の紹介をし
ます。

お問い合わせ・健康に関するご相談は
神山町健康福祉課予防係 TEL６７６－１１１４ IP２００４

喫煙について

●肺がんをはじめ、口腔がん、咽頭がん、食
道がん、胃がん、肝臓がん、膵臓がん、膀
胱がん、子宮頸がん

●COPD（慢性閉塞性肺疾患）や気管支喘息
などの呼吸器疾患

個人・地域
●受動喫煙を含むたばこの害を理解し、禁煙
に努めましょう。

●喫煙者は受動喫煙によるたばこの害を理解
し、配慮しましょう。

●職場や施設内の禁煙、分煙に努めましょう。

健康づくりシリーズ○１１０

主流煙
直接、喫煙者の口に入る

副流煙
主流煙よりも有害物
質が高い濃度で含ま
れている

１６広報かみやま No.３１３
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８月から「てくてく栗生野」（下分字栗生野）で、毎週木曜日に“てくてく笑みの会”が開催され

おり、毎回２０～３０名程度、地域の皆さんが集まっています。
“てくてく笑みの会”では、毎回「いきいき百歳体操」を実施。３０分程度身体を動かした後、介

護予防に関するさまざまな講話やレクリエーションが行われています。

＜てくてく笑みの会での過ごし方＞
１０時～：バイタル測定，いきいき百歳体操，

講話・レクリエーション
正午～：会食（希望者）
午後～：サロンの会（自由参加）

友達とのお話、ミニ卓球、将棋、パソコンなど

●参加者の声●
・体操だけではなく参加者同士でおしゃべりすることも楽しい時間となっている。
・家でいたらテレビがお友達になっているが、ここに来ればいろいろな人と交流ができて楽しい。
・歩いてこれるところにこんな楽しい場所ができて嬉しい。
・一人では体操はなかなか続けられないけど、ここにくれば必然的に体操ができるので、体力づく
りになる。

これからも継続していくにあたり、
＊もっと男性も恥ずかしがらずに気軽に参加
して欲しい。

＊介護予防って難しいことではなく、簡単に
取り組むことができるという意識を持って
欲しい。

＊ゆくゆくは年齢に関係なく（若い人と高齢
者）交流ができる場になれば…

という思いを語ってくれました。

一人で家にいて寂しい、誰かと話をしたい…
家で介護予防の体操をすることが難しい…
気兼ねなくおしゃべりができる場が欲しい… など感じていませんか？

身近で気軽に仲間と集う場を作ってみませんか？
是非、通いの場（サロン）に興味のある方は地域包括支援センターまでご相談ください。

＊神山町地域包括支援センター 《TEL：０８８－６７６－１１８５（IP：２０３１）》

介護予防シリーズ�

平成２９年１１月１５日発行１７
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秋は空気が乾燥し、火災が発生しやすい季節です。ご家庭に消火器や火災報知器はあ
りますか？
火災報知器は、正常に作動するか定期的な確認を行いましょう。事業所では、消火器

だけでなく、非常口、非常階段も点検しましょう！

防災シリーズ�

■あなたの家では大丈夫ですか。チェックしてみましょう。��������������

１８広報かみやま No.３１３



納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です！

国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納め

た場合と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されま

す。

控除の対象となるのは、平成２９年１月から１２月までに納められた保険料の全額です。過去

の年度分や追納された保険料も含まれます。

また、ご自身の保険料だけでなく、ご家族（配偶者やお子様等）の負担すべき国民年金保

険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。

なお、平成２９年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、

年末調整や確定申告を行うときに、領収証書など保険料を支払ったことを証明する書類の添

付が必要となります。

このため、平成２９年１月１日から９月３０日までの間に国民年金保険料を納付された方に

は、１１月上旬に日本年金機構から「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が送られま

すので、申告書の提出の際には必ずこの証明書または領収証書を添付してください。（平成

２９年１０月１日から１２月３１日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を納められた方へは、

翌年の２月上旬に送られます。）

税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味

方となる制度です。保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう。

無料年金相談のお知らせ

毎月第４火曜日に、街角の年金相談センター（オフィス）の社会保険労務士による無料年

金相談を神山町役場で行っています。各種年金に関するご相談及び年金見込額の試算、各種

年金請求書、届書をお受けすることができますのでお気軽にご利用ください。

なお、無料年金相談には予約が必要です。下記の予約先へお申し込みをお願いします。

【予約先】 街角の年金相談センター（オフィス）�０８８－６５７－３０８１

詳しくは徳島北年金事務所 電話０８８－６５５－０２００
または住民課年金係 電話０８８－６７６－１１１３（IP２００３）までお問い合わせください。

りりよよだだ金金年年民民国国

平成２９年１１月１５日発行１９
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消防車、救急車を要請する際あなたはどの電話で通報しますか？家の固定電

話、IP電話、携帯電話のいずれかで通報すると思います。これらの電話から消防

署へ通報する違いについて説明します。

①家にある固定電話で通報するとき

「１１９番」

・必ず神山消防署の１１９番専用電話にかかります。電話がつながると「消防１１９番です。火事ですか？

救急ですか？」と聞かれますので、要件を伝えてください。

② IP電話で通報するとき

「２１１９番」 または「０８８－６７６－１１９９番」

・必ず、神山消防署 IP電話もしくは、一般電話にかかります。消防車または救急車の要請であること

をすぐに伝えてください。

※「１１９番」ではつながりません！！

③携帯電話で通報するとき

「１１９番」 または「０８８－６７６－１１９９番」

・携帯電話で１１９番通報した場合、石井消防署にかかりますので神山であることを伝えると、神山消防

署へ転送するので通報することができます。

※電話は切らずにお待ちください！！

・「０８８－６７６－１１９９番」は神山消防署の一般電話にかかるため、電話の要件が消防車または救急車の

要請であることをすぐに伝えてください。

★神山消防署からのお願い
神山消防署には緊急車両として救急車、ポンプ車、資器材搬送車、人員搬送車の４台があります。救助

出動等火災以外の緊急走行でも、火災のようなサイレンを鳴らし出動することが義務付けられています。

ご理解ご協力をよろしくお願いします。

神山消防署への連絡は

・一般…６７６－１１９９

・IP…０５０－２０２４－２１１９

・FAX…６７６－１３９０

平成２９年度人事異動

右から 吉成司令補

坂田消防士

よろしくお願いします。

２０広報かみやま No.３１３
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高
齢
者
の
方
へ

●
道
路
を
横
断
す
る
時
は
、
必

ず
横
断
歩
道
を
利
用
す
る
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
夜
間
早
朝
時
は
明
る
い
服
装

や
反
射
材
を
着
け
ま
し
ょ
う
。

運
転
す
る
方
へ

●
歩
行
者
に
対
し
て
思
い
や
り

の
あ
る
運
転
を
し
ま
し
ょ
う
。

●
高
齢
運
転
者
は
自
身
の
体
の

こ
と
を
考
え
て
ゆ
と
り
あ
る

運
転
を
し
ま
し
ょ
う
。

平成２９年１１月１５日発行２１
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心 よ
り お 慶 び 申 し 上 げ ま す

祝 歳
～元気なおじいちゃん　おばあちゃん～

祝 歳
じいちゃん　おば
100

表
◆

紙
◆

ル
◆

ポ
◆

ル
◆

タ
◆

ー
◆

ジ
ュ

神
山
町
の
中
高
生
を
オ
ラ

ン
ダ
に
派
遣
し
た
、８
月
の「
訪

問
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
続
き
、
１０

月
下
旬
、
オ
ラ
ン
ダ
の
中
高
生

が
神
山
町
に
や
っ
て
き
ま
し

た
。
台
風
１８
号
の
影
響
で
開
催

が
危
ぶ
ま
れ
た
神
山
中
学
校
へ

の
訪
問
は
、
実
施
日
の
朝
に
よ

う
や
く
雨
が
止
み
、
楽
し
み
に

し
て
い
た
中
学
生
と
の
交
流
が

実
現
し
ま
し
た
。
神
山
中
学
生

に
琴
を
教
わ
っ
た
り
、
剣
道
の

授
業
に
参
加
し
た
り
と
、
オ
ラ

ン
ダ
の
中
高
生
に
と
っ
て
は
日

本
文
化
に
触
れ
る
ま
た
と
な
い

機
会
に
な
り
ま
し
た
。
写
真
は

オ
ラ
ン
ダ
の
高
校
生
と
神
山
中

学
生
が
自
己
紹
介
し
合
う
一

幕
。
オ
ラ
ン
ダ
人
が
日
本
語

で
、
神
山
中
学
生
が
英
語
で
自

己
紹
介
を
す
る
姿
は
、
と
て
も

微
笑
ま
し
い
光
景
で
し
た
。

野菜１日３５０g !

●白菜サラダ
・生のまません切りにして、好みで水菜やきゅうり、トマト、り
んご、ミックスビーンズ、チーズなどと一緒に盛りつけ、ごま
ドレッシングや和風ドレッシングをかけてサラダにする。

●白菜とベーコンのおひたし
・短冊切りにし、ベーコン、しめじなど好みのきのこと一緒に耐
熱容器に入れ、だししょうゆ少量を振りかけてラップし、レン
ジで加熱する。（ベーコンの味が濃いので、だししょうゆは控
えめに…）
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白菜（中葉１枚分）
栄養価：１００g＝エネルギー １４kcal、カリウム ２２０㎎、
カルシウム ４３㎎、ビタミンA ８μg、葉酸 ６１μg、
ビタミンC １９㎎、食物繊維 １．３g
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～季節の野菜で元気な細胞をつくろう～

�������

次回は平成２７～２９年生まれ
で１月・２月が誕生日の子
（町内に住所を有すること）
を募集します。
掲載を希望する方は、役場
広報編集委員会まで写真を送
付してください。締切は１２月
１５日です。
※掲載回数は１回までです。
複数回の掲載はできません
のでご了承ください。

おお の せ ら

大野 惺来くん
H２８．１１．１（１歳・男）
阿野字名田河

平成２９年９月４日に藤井隆子さんが１００歳の誕生日を迎えられ
ました。心からお慶び申し上げます。
誕生日には、ご親族の皆様がお祝いし、また県・町より祝い状
と記念品の贈呈がそれぞれ行われました。
町内の１００歳以上の方は、８人となりました。
これからも、ますますお元気でいらっしゃいますようお祈り申

し上げます。

藤井 隆子さん
阿野字二ノ宮
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短冊切り
（レンジ）

せん切りで
生のまま

中葉１枚＝約１００g

２２広報かみやま No.３１３
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